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角
暴
力
の
な
い
社
会
を
目
指
し
て

　
　
月
　
日（
月
）〜
　
日（
日
）は
、「
女

１１

１２

２５

性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
週
間

で
す
。
ま
た
、
　
月
　
日（
日
）は
、「
女

１１

２５

性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
」
で
す
。

角
暴
力
は
人
権
侵
害

　
暴
力
は
、
犯
罪
と
な
る
行
為
を
含
む
重

大
な
人
権
侵
害
で
す
。
暴
力
は
、
殴
る
蹴

る
な
ど
の
身
体
的
暴
力
だ
け
で
な
く
、
人

格
を
否
定
す
る
よ
う
な
暴
言
や
交
友
関
係

を
監
視
す
る
な
ど
の
精
神
的
暴
力
、
生
活

費
を
入
れ
な
い
な
ど
の
経
済
的
暴
力
、
性

的
暴
力
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
暴

力
は
人
種
や
国
籍
、
社
会
的
地
位
、
学
歴

職
業
な
ど
に
無
関
係
に
起
き
て
い
ま
す
。

角
Ｄ
Ｖ
と
は
？

　
暴
力
の
中
で
も
配
偶
者
や
恋
人
な
ど
か

ら
受
け
る
暴
力
を
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス（
以
下
、
Ｄ
Ｖ
）と
い
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
Ｄ
Ｖ
は
、
周
囲
か
ら
夫
婦
げ

ん
か
と
し
て
軽
視
さ
れ
理
解
さ
れ
な
い
こ

と
が
多
く
、
被
害
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

　
し
か
し
、
Ｄ
Ｖ
は
単
な
る
け
ん
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
身
体
的
、
社
会
的
な
力
を

使
っ
て
相
手
を
支
配
し
、
従
属
さ
せ
よ
う

と
す
る
暴
力
行
為
で
す
。
ま
た
、
Ｄ
Ｖ
は

家
庭
内
で
行
わ
れ
、
人
の
目
に
触
れ
な
い

こ
と
が
多
い
上
、
被
害
者
自
身
が
明
ら
か

に
な
る
こ
と
を
恥
じ
た
り
お
び
え
た
り
し

て
、
第
三
者
に
訴
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
多

く
、
表
面
化
し
な
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

角
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
る
人
は
ど
の

　
位
い
る
の
？

　
内
閣
府
が
平
成
　
年
度
に
実
施
し
た

２３

「
男
女
間
に
お
け
る
暴
力
に
関
す
る
調

査
」
に
よ
る
と
、
配
偶
者（
事
実
婚
や
別

居
中
の
夫
婦
、
元
配
偶
者
も
含
む
）か
ら

こ
れ
ま
で
に
、
身
体
的
暴
行
、
心
理
的
攻

撃
、
性
的
強
要
の
い
ず
れ
か
を
１
つ
で
も

受
け
た
こ
と
が
あ
る
人
は
、
女
性
１
、４

０
３
人
中
　
・
９
％
、
男
性
１
、１
９
５
人

３２

中
　
・
３
％
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
女
性

１８
の
３
人
に
１
人
が
暴
力
を
受
け
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

角
Ｄ
Ｖ
は
な
ぜ
起
こ
る
の
？

　
Ｄ
Ｖ
の
背
景
に
は
、
男
女
の
社
会
的
地

位
・
経
済
力
の
格
差
や
女
性
の
人
権
に
対

す
る
軽
視
、
女
性
を
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー

と
見
な
い
差
別
意
識
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ

ら
が
Ｄ
Ｖ
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

角
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
な
ぜ
逃
げ
な
い

　
の
？

　
加
害
者
に
逆
ら
う
こ
と
の
恐
怖
や
我
慢

す
れ
ば
良
い
と
い
う
諦
め
、
経
済
的
な
理

由
、
周
囲
の
無
理
解
な
ど
、
理
由
は
さ
ま

ざ
ま
で
す
。
ま
た
、
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
る

原
因
が
自
分
に
あ
る
と
思
い
込
み
、
Ｄ
Ｖ

被
害
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　
  興
　
　
蕎
　
　
興
　
　
蕎

　
Ｄ
Ｖ
を
含
む
暴
力
は
、
ど
ん
な
理
由
が

あ
っ
て
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
暴
力
を
容
認

せ
ず
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会

づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

※
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
に
詳
し
く
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧

　
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

男
女
共
同
参
画
推
進
係

☎（
　
）５
１
４
８

２１

　
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は

　
日
光
市
女
性
相
談
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

　
月
曜
日
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
８
時
　
分
〜
午
後
５
時
　
分

３０

１５

　
☎（
　
）４
１
４
０

３０

女性に対する暴力根絶

のためのシンボルマー

ク

配偶者やや恋人からからのの

　ＤＶという言葉を知っていますか？

　ＤＶは、配偶者や恋人から受ける暴力のことです。

　ＤＶを知り、ＤＶなどの暴力のない社会をつくっていきましょう。

をなくしましをなくしましょょうう暴暴力力

広報 にっこう １２

ま
ず
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
ん
な
内

容
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
こ
と
や

子
育
て
の
こ
と
、
自
分
の
こ
と
に
つ
い
て

一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

況
主
任
児
童
委
員

　
主
任
児
童
委
員
は
、
民
生
委
員
児
童
委

員
の
中
で
、
児
童
福
祉
を
専
門
に
担
当
し

て
い
ま
す
。
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
元
気

に
安
心
し
て
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
子
ど
も

た
ち
を
見
守
り
、
子
育
て
の
不
安
や
心
配

事
な
ど
の
相
談
、
支
援
を
各
地
域
で
行
っ

て
い
ま
す
。

児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
は
…

家
庭
児
童
相
談
室（
子
ど
も
と
親
の
相
談

室
）　
※
今
市
中
学
校
向
か
い
、
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
敷
地
内

焔
窓
口
相
談
…
月
曜
日
〜
金
曜
日（
祝
　

　
日
・
休
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
午
前
８
時
　
分
〜
午
後
５
時
　
分

３０

１５

焔
電
話
相
談
…
　
時
間
対
応

２４

　
☎（
　
） ７
  ８
  ３
  ０
 

ナ
 
ヤ
 
ミ
 ゼ
ロ

３０

※
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０（
　
）０
０
０

０６４

を
損
な
う
次
の
行
為
を
い
い
ま
す
。

身
体
的
虐
待
…
殴
る
、
蹴
る
、
激
し
く
揺

さ
ぶ
る
、
や
け
ど
を
負
わ
せ
る
、
溺
れ
さ

せ
る
な
ど
。

ネ
グ
レ
グ
ト（
育
児
放
棄
）…
食
事
を
与
え

な
い
、
ひ
ど
く
不
衛
生
に
す
る
、
自
動
車

の
中
に
放
置
す
る
、
病
院
に
連
れ
て
行
か

な
い
な
ど
。

心
理
的
虐
待
…
言
葉
に
よ
る
脅
し
、
無
　

視
、
き
ょ
う
だ
い
間
で
の
差
別
的
扱
い
、

子
ど
も
の
前
で
の
D
V
行
為
な
ど
。

性
的
虐
待
…
子
ど
も
へ
の
性
的
行
為
、
性

的
行
為
を
見
せ
る
、
性
的
な
被
写
体
に
す

る
な
ど
。

　
ま
た
、
虐
待
を
受
け
て
い
る
児
童
や
そ

の
家
庭
に
よ
く
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

焔
不
自
然
な
傷
や
あ
ざ
が
あ
る

焔
毎
晩
、
親
の
怒
鳴
り
声
や
子
ど
も
の
ひ

　
ど
い
泣
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る

焔
夜
遅
く
ま
で
外
に
出
さ
れ
て
い
る

焔
家
に
帰
り
た
が
ら
な
い

焔
い
つ
も
服
が
汚
れ
、
に
お
い
が
す
る

焔
い
つ
も
お
ど
お
ど
し
た
様
子
で
あ
る

　
厚
生
労
働
省
の
統
計
に
よ
る
と
、
平
成

　
年
度
中
に
、
全
国
の
家
庭
児
童
相
談
室

２３が
児
童
虐
待
の
相
談
と
し
て
対
応
し
た
件

数
は
５
万
９
、８
６
２
件
で
、
こ
れ
ま
で

の
最
多
件
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
統
計
と
は
別
に
、
市
の
家
庭
児
童

相
談
室（
子
ど
も
と
親
の
相
談
室
）が
平
成

　
年
度
に
受
け
付
け
た
、
市
内
の
新
規
受

２３理
相
談
件
数
は
　
件
で
、
年
々
増
加
し
て

２７

い
ま
す
。
児
童
虐
待
は
一
層
身
近
な
問
題

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
家
庭
児
童
相
談
室
で
は
、
子
ど
も
の
し

つ
け
・
養
育
・
発
達
に
関
す
る
こ
と
、
学

校
生
活
に
関
す
る
こ
と
、
家
庭
環
境
に
関

す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

と
連
携
・
協
働
し
て
相
談
に
あ
た
っ
て
い

ま
す
。

況
児
童
虐
待
と
は

　
児
童
虐
待
と
は
、
親
や
親
に
代
わ
る
保

護
者
な
ど
が
子
ど
も
に
対
し
て
身
体
的
な

危
害
を
加
え
た
り
、
適
切
な
保
護
や
養
育

な
ど
を
怠
っ
た
り
す
る
な
ど
、
子
ど
も
の

心
身
を
傷
つ
け
、
健
や
か
な
成
長
や
発
達

　
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で

月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
すす

1111

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
鎧
　児
童
虐
待

焔
大
人
の
顔
色
を
過
度
に
う
か
が
う

況
ご
連
絡
下
さ
い

　
市
は
、
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
、
相
談

体
制
の
強
化
や
、
虐
待
を
し
て
し
ま
っ
た

親
・
保
護
者
な
ど
へ
の
支
援
や
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
普
段
の
生
活
で
虐
待
を
受
け
て
い
る
と

思
わ
れ
る
子
ど
も
に
気
が
付
い
た
場
合
、

す
ぐ
に
家
庭
児
童
相
談
室
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
皆
さ
ん
か
ら
の
情
報
提
供
が
子
ど

も
の
健
や
か
な
成
長
を
守
る
第
一
歩
で
あ

り
、
ま
た
、
虐
待
を
し
て
し
ま
っ
た
親
へ

の
支
援
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　
家
庭
児
童
相
談
室
へ
の
電
話
は
、
　
時
２４

間
対
応
し
て
い
ま
す
。
匿
名
で
も
可
能
で
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

況
子
育
て
に
関
す
る
相
談

子
育
て
に
不
安
を
感
じ
た
ら
、
一
人
で
悩

く
わ
し
く

く
わ
し
く
はは
　

人人
権権
・・
男
女
共
同
参
画

男
女
共
同
参
画
課課
　

人人
権権
推
進
係

推
進
係
　

緯緯（（
　
））５
１
８

５
１
８
４４

２１２１

〜
気
付
く
の
は
あ
な
た
と
地
域
の
心
の
目
〜


